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様式第3号(第12条関係) 

会 議 録 

 
会 議 の 名 称 令和６年度第１回吉川市介護福祉推進協議会

 
開 催 日 時 令和７年２月１３日(木) 午後7時00分から午後8時00分まで

 
開 催 場 所 吉川市役所　204会議室

 
出席委員(者)氏名

保科寧子委員、伊達敬規委員、岡田亮介委員、得津馨委員、佐藤幸子

委員、岩崎武司委員、松本亜季委員、互井学委員、峯健二委員、雨宮

文範委員、岡田良訓委員
 

欠席委員(者)氏名 相羽直人委員、飯嶋啓之委員

 

担当課職員職氏名

　　　　　　　　　　　　吉川市長　　　　　　　　　中原恵人 

健康長寿部長寿支援課　　健康長寿部部長　　　　　　小林以津己 

課長　　　　　　　　　　　山口剛介 

課長補佐兼高齢福祉係長　　木村みのり 

課長補佐兼介護認定係長　　飯田智子 

介護給付係長　　　　　　　関根奈津枝 

高齢福祉係主事　　　　　　成田千穂 

介護給付係主事　　　　　　稲荷場莉久
 

会議次第と会議の公

開又は非公開の別

１　開会 

２　会長及び副会長の選任 

３　議事 

・地域包括支援センターの評価について 

・条例改正について 

・第９期吉川市高齢者福祉計画・介護保険事業計画の進捗について 

・高齢福祉サービスの見直しについて 

・吉川市指定介護予防支援事業者の指定について 

・地域密着型サービス及び施設サービスの提供体制について 

・令和７年度以降の協議会スケジュールについて 

４　閉会 

 

公開
 非 公 開 の 理 由 

(会議を非公開にし

た場合)

　

 
傍 聴 者 の 数 　０名

 

会 議 資 料 の 名 称

・令和６年度第１回吉川市介護福祉推進協議会次第 

・地域包括支援センターの評価について 

・吉川市地域包括支援センターの人員等に関する条例の一部を改正す

る条例について 

・第９期吉川市高齢者福祉計画・介護保険事業計画の進捗について 

・吉川市高齢福祉サービスの見直し 

・吉川市指定介護予防事業者の指定について 

・地域密着型サービス及び施設サービスの提供体制について 

・第１０期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定のスケジュール 

・第９期吉川市高齢者福祉計画・介護保険事業計画
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会議録の作成方法

　□録音機器を使用した全文記録 

　■録音機器を使用した要点記録 

　□要点記録

 
会議録確認指定者 佐藤幸子委員、松本亜季委員

 
その他の必要事項 　なし

 
審議内容(発言者、発言内容、審議経過、決定事項等)

  

事務局 

 

 

 

 

 

中原市長 

 

事務局 

 

 

 

事務局 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

保科会長 

 

事務局 

 

 

 

保科会長 

 

 

 

 

 

 

 

１　開会 

只今から、令和６年度第１回吉川市介護福祉推進協議会を開催します。 

（介護福祉推進協議会開催目的の説明） 

　まず初めに、委嘱書を交付させていただきます。委嘱書は、お席に置かせてい

ただいております。任期は本日より令和９年９月３０日までとなっております。 

続きまして、中原市長からご挨拶を申し上げます。 

 

（あいさつ） 

 

　本日は初回のため、各委員、事務局員をご紹介します。 

（事務局より各委員、事務局員紹介） 

 

２　会長及び副会長の選任 

　それでは、本会の会長、副会長の選出を行います。 

　委員の皆様からご推薦などはございますでしょうか。 

 

（推薦無し） 

 

ご推薦がないようでしたら、事務局案でございますが、これまでのご経験、ご

見識を踏まえて、会長に「保科寧子委員」、副会長に「岩崎武司委員」をご推薦

したいと存じます。いかがでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

それでは、保科会長よりご挨拶を頂戴いたします。 

 

（あいさつ） 

 

本日の会議資料の確認いたします。 

（不足資料の確認） 

それでは議事に入ります。進行は保科会長にお願いします。 

 

出席委員は、13名中11名で過半数に達しており、会議が成立することをご報告

します。 

議事録署名委員を、佐藤幸子委員、松本亜季委員にお願いします。 

吉川市市民参画条例により、本会議は公開となり、本日は傍聴希望はおりませ

ん。 

それでは議事に入ります。 

 

３　議事 
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事務局 

 

保科会長 

 

岩崎副会長 

 

 

事務局 

 

 

 

得津委員 

 

 

事務局 

 

 

 

峯委員 

 

事務局 

 

佐藤委員 

 

 

 

 

 

 

保科会長 

 

 

事務局 

 

保科会長 

 

岩崎副会長 

 

 

事務局 

 

保科会長 

 

 

 

事務局 

 

 

保科会長 

・地域包括支援センターの評価について 

地域包括支援センターの事業評価について、事務局から説明をお願いします。 

 

(「地域包括支援センターの評価について」にそって事務局より要点を説明)  

 

ご意見、ご質問があればお願いします。 

　 

　７ページの実態把握数の数値が第１包括が多いのは地域特性などがあるのでし

ょうか。 

 

各包括ごとに地域特性はあるかとは考えられますが、今回の実態把握数の集計

を行うにあたって、地域特性を調査していないため、この場ではお答えできませ

ん。 

 

　６ページの(８)介護予防ケアマネジメント・介護予防支援の③の評価は、×と

なっているが、市として今後改善していく見通しはあるのでしょうか。 

 

　現状としては、個別で対応していますが、国からも示されている通り、セルフ

マネジメントツールの活用など様々な利用方法があり、市としても今後検討して

いきます。 

 

　７ページの実態把握数の対象者は各包括何人いるのでしょうか。 

 

資料１の表紙にあります各日常生活圏の高齢者数が対象者となっております。 

 

実態把握数の資料の補足をさせていただきます。 

第１包括が実態把握数が多い理由として、新型コロナウイルスが落ち着き始

め、介護予防教室を多く行うようになったことによる増加だと考えられます。　

また、第３包括でも令和４年度に民生委員が不在の地域を重点的に訪問したこと

による増加があります。このように、各包括の取り組みによる増減がグラフに表

れていると考えます。 

 

・条例改正について 

次に、条例改正について、事務局より説明をお願いします。 

 

(「条例改正について」にそって事務局より要点を説明)  

 

ご意見、ご質問があればお願いします。 

 

Ａ圏域の人が、Ｂ圏域を対応するとなった時の、コーディネートをどのように

するのか検討していくことが大切だと考えています。 

 

　ご意見ありがとうございます。 

 

・第９期吉川市高齢者福祉計画・介護保険計画の進捗について 

次に、第９期吉川市高齢者福祉計画・介護保険計画の進捗について、事務局よ

り説明をお願いします。 

 

(「第９期吉川市高齢者福祉計画・介護保険計画の進捗について」にそって事務

局より要点を説明)  

 

ご意見、ご質問があればお願いします。 
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事務局 

 

 

保科会長 

 

峯委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

保科会長 

 

佐藤委員 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

保科会長 

 

松本委員 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

　次の議事に移ります。 

 

・高齢福祉サービスの見直しについて 

次に、高齢福祉サービスの見直しについて、事務局より説明をお願いします。 

 

(「高齢福祉サービスの見直しについて」にそって、２ページまで事務局より要

点を説明)  

 

ここまでの内容でご意見、ご質問があればお願いします。 

 

　令和５年度にいくつかの高齢福祉サービス廃止をし、令和７年度末にもいくつ

か高齢福祉サービスを廃止することによって、高齢者に対するサービスに支障は

ないのでしょうか。また、新規サービスを計画しているのでしょうか。 

 

　資料４の１ページにありますように、見直しの視点を整理し、①～④の内容に

着目し検討を行いました。その結果、令和５年度廃止のサービス、また今後廃止

を予定しておりますサービスが挙げられています。 

　また、実際に利用のないサービスや、代替可能なサービスを継続することや、

単に特定の人に金品をお渡しするのではなく、今後増加していく、高齢者世帯に

対する相談支援体制の充実、権利擁護の視点を重視していくことが大切だと考え

ております。 

 

　他にご意見、ご質問はありますか。 

 

　高齢者配食サービスに関しては、今後まだ検討余地があるのではないでしょう

か。単に食事を提供するわけではなく、見守りという観点からしても、必要なサ

ービスと考えています。 

　また、位置情報提供サービス利用支援につきましても、完全に廃止するのでは

なく、何かしらの支援を継続することを検討していただきたいと考えています。 

 

　位置情報提供サービス利用支援につきましては、携帯端末での代用が可能とな

ってきています。また、利用者の方へ利用料の一部を負担していただく事になっ

た結果、サービス利用を中止する方もおり、はたして、公費を使用し行うサービ

スとして適正なのかと考えられます。今後も、適正な高齢福祉サービスの提供に

向けて検討していきます。 

 

他にご意見、ご質問はありますか。 

 

高齢者配食サービスに関しては、生活困窮者の方が栄養のある食事を低価格で

摂取するには必要だと考えています。同様のサービスを、他で受けようとすると

どうしても料金が上がってしまい、利用できない高齢者の方がでてきます。 

高齢者配食サービスでの、食の支援や、見守り支援という観点での効果が薄い

根拠を教えていただきたいです。 

 

高齢者配食サービスでは、廃止後も継続して配達を希望される方にはお弁当の

配達は継続するようにしていくことも検討しております。 

また、見守りの機能につきましては、世の中に類似サービスを受けることので

きるものが増えてきていることや、高齢者配食サービスによる見守りがどのよう

な効果を出していたかを今後検討していくことは必要だと考えています。 

栄養面の補助という面では、成人に対する栄養管理を高齢者配食サービスで行

えているのかが不透明であり、現在、このサービスは、見守りという観点に重視
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保科会長 

 

岩崎副会長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

保科会長 

 

雨宮委員 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

保科会長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

保科会長 

 

佐藤委員 

 

 

事務局 

 

佐藤委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

し行っているものであると認識しています。 

 

他にご意見、ご質問はありますか。 

 

高齢者サービスとセーフティネットは切り分けて考える必要があると考えま

す。 

 

　高齢者配食サービスに関しましては、利用者の利用目的と、市の事業目的のミ

スマッチが生まれている現状があります。しかし、今後増加する支援の必要な高

齢者に対する見守り等に関する支援に関しましては、ご意見のとおり、切り分け

て今後検討していきます。 

 

他にご意見、ご質問はありますか。 

 

　高齢者宅を訪問する機会があり、「医療機関に行くときの交通手段がなく、タ

クシーを使うことになるが、費用が高く困っている」という声を聞くことが多

い。地域によっては、タクシー券の配布など行っているが、市内全体で高齢者に

対する補助などはないのでしょうか。検討していただきたいです。 

 

　公共交通に関しては、高齢者のみの課題ではありません。公共交通の整備は、

市ではまだ課題として残っています。改善していくために、介護担当課のみでな

く、他部署でも検討している課題でもあります。この場で、解決策をお答えする

ことはできませんが、今後も、検討してまいりますのでご理解お願いいたしま

す。 

 

他にご意見、ご質問はありますか。 

 

　それでは、３ページ以降の内容につきまして、事務局より説明をお願いしま

す。 

 

(「高齢福祉サービスの見直しについて」にそって、３ページ以降を事務局より

要点を説明)  

 

ここまでの内容でご意見、ご質問があればお願いします。 

 

　公共施設無料利用証についてお伺いします。団体利用券の交付の際などの条件

として、高齢者以外でも利用できる条件はありますか。 

 

　子育て団体、障害者の団体等も対象となっています。 

 

　そうしましたら、高齢者に対しても廃止するのではなく、利用条件を厳しくす

るなどといった対応を行うなど、完全に廃止しなくてもいいのではないでしょう

か。 

　また、日常生活用具給付については、包括もサービス利用者と関りがあり、給

付が本当に必要な方に利用していただいてる。そのため、利用者、用具販売事業

者、包括の３者が必要と判断した際に申請していることをご理解していただきた

い。当該サービスを利用した方で、このサービスで購入した歩行器により身体の

衰えが落ち着いている人もいます。 

　以上の内容も踏まえて、検討していただければと考えています。 

 

　今後の実態を踏まえて検討していく内容になりますので、ご意見を踏まえて今

後検討していきます。 
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峯委員 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

保科会長 

 

雨宮委員 

 

 

事務局 

 

 

岩崎副会長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

保科会長 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

保科会長 

 

 

 

委員 

 

保科会長 

 

 

 

事務局 

 

 

保科会長 

 

　公共施設無料利用証については、残していただきたいです。 

　市内の、活動団体やクラブの構成員の殆どは、７０～８０代の方であります。

第９期計画の４章の「生涯、活躍する環境を作る」といった施策の方向性を示し

ているのであれば、当該サービスもこの方向性に絡め、廃止以外の手段を講じて

ほしいです。 

　もし、施設の維持管理費が問題であれば、現在利用している若い方にも協力し

ていってほしいと思います。 

 

　ご意見を踏まえて検討していきます。 

 

他にご意見、ご質問はありますか。 

 

　緊急時通報システム貸与の利用を辞退する場合、利用者が機器を外し、市に持

っていく、という内容は正しい情報でしょうか。 

 

　基本、ご本人で取外し、返却を行ってもらいますが、困難な場合は、市職員

が、訪問し取外しから返却まで行っています。 

 

　介護保険給付対象サービスに係る負担金補助を行っている根拠や、周辺自治体

で同様のサービスを行っているところはあるのかお伺いしたいです。 

 

　目的につきましては、当市で介護保険制度を導入した年から低所得者の方でも

サービスが利用できるように始めたサービスであります。 

　近隣市町の状況としては、松伏町以外の近隣市では類似のサービスを実施して

います。 

 

他にご意見、ご質問はありますか。 

 

次の議事に移ります。 

 

・吉川市指定介護予防支援事業者の指定について 

次に、吉川市指定介護予防支援事業者の指定について、事務局より説明をお願

いします。 

 

(「吉川市指定介護予防支援事業者の指定について」にそって、事務局より要点

を説明)  

 

ここまでの内容でご意見、ご質問があればお願いします。 

 

　ご意見がないようでしたら、承認とさせていただきます。 

 

　(異議なし) 

 

・地域密着型サービス及び施設サービスの提供体制について 

次に、地域密着型サービス及び施設サービスの提供体制について、事務局より

説明をお願いします。 

 

(「地域密着型サービス及び施設サービスの提供体制について」にそって、事務

局より要点を説明)  

 

ここまでの内容でご意見、ご質問があればお願いします。 
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事務局 

 

 

保科会長 

 

 

 

伊達委員 

 

 

 

佐藤委員 

 

 

 

保科会長 

 

岩崎副会長 

 

 

 

事務局 

 

 

保科会長 

 

 

 

事務局 

 

次の議事に移ります。 

 

・令和７年度以降の協議会スケジュールについて 

次に、令和７年度以降の協議会のスケジュールについて、事務局より説明をお

願いします。 

 

(「第１０期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定スケジュール(案)につい

て」にそって、事務局より要点を説明)  

 

ここまでの内容でご意見、ご質問があればお願いします。 

 

本日の議事は以上になります。他にご意見、ご質問はありますか。 

 

地域包括支援センターと歯科現場との関りを今後もっと持てるようにしていけ

たらと、会議を通して感じました。歯科現場では、オーラルフレイルに関する資

料もあり、力になれることは多いと考えております。 

 

第３包括では、戸張先生にご助言をいただく機会が多いが、今後、より専門的

なご助言をいただく際には、お力になっていただければ幸いです。ありがとうご

ざいます。 

 

他にご意見、ご質問はありますか。 

 

　第９期計画を策定する際に、話し合いをする時間があまりなかったと記憶して

いるため、第１０期計画策定の際には、計画策定の時間を多く作れるようなスケ

ジュールにしていただきたい。 

 

　スケジュールに配慮して進めていきますので、委員の方々もよろしくお願いい

たします。 

 

他にご意見、ご質問はありますか。 

 

ご意見がないようでしたら、本日の議事について以上となります。 

 

４　閉会 

 　以上、会議の内容に相違ないことを証するため、ここに署名する。 

　　　　令和　７年　２月　　日　　　 

　　　署名委員　　　　　　　　　　　　　署名委員　　　　　　　　


